
能登鹿北商工会だより 令和６年３月 

七
尾
市
物
価
高
騰
対
策 

事
業
者
給
付
金 

 

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
市
内

中
小
企
業
者
の
事
業
継
続
・
経
営
安

定
の
た
め
に
給
付
金
を
給
付
し
ま
す
。 

直
近
の
決
算
に
お
け
る
水
道
光
熱

費
（
電
気
料
金
・
ガ
ス
料
金
・
水
道
料

金
）
及
び
燃
料
費
（
ガ
ソ
リ
ン
・
灯

油
・
軽
油
・
重
油
等
）
に
要
し
た
経
費

に
応
じ
て
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。 

[

申
請
書
類] 

①
七
尾
市
物
価
高
騰
対
策
事
業
者

給
付
金
申
請
書 

②
申
請
事
業
者
確
認
書 

③
直
近
の
確
定
申
告
書
及
び
決
算

書
の
写
し 

④
振
込
口
座
が
わ
か
る
書
類 

⑤
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
の
写
し 

（
法
人
に
限
る
） 

確
定
申
告
書
及
び
決
算
書
の
写
し

に
つ
い
て
、
個
人
事
業
主
に
お
い
て

は
令
和
５
年
分
も
し
く
は
令
和
４
年

分
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
申
請
は
郵

送
も
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
の
２
種
類

か
ら
選
択
で
き
ま
す
。 

申
請
に
必
要
な
書
類
の
確
認
や

申
請
の
方
法
が
分
か
ら
な
い
方
は
、

商
工
会
で
申
請
支
援
を
し
て
お
り

ま
す
の
で
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

                         

見
舞
金
の
送
金
に
つ
い
て 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ

り
、
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
対
し
ま
し

て
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
度
の
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被

害
を
受
け
た
地
域
の
商
工
会
員
の
皆

様
に
、
全
国
商
工
会
連
合
会
が
運
営

す
る
「
商
工
会
災
害
助
け
合
い
基
金
」

か
ら
、
災
害
復
興
応
援
資
金
（
見
舞

金
）
を
拠
出
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。 ２

月
20
日(

火)

に
商
工
会
費
引

落
口
座
等
に
一
律
３
万
円
を
送
金
し

て
お
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 
 

な
お
、
見
舞
金
の
税
務
処
理
は
次

の
通
り
で
す
。 

①
消
費
税 

 
[

個
人
事
業
主
・
法
人] 

不
課
税
取
引 

 
 ②

所
得
税
・
法
人
税 

 
[

個
人
事
業
主] 

 
所
得
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん 

 
[

法
人] 

 

益
金
に
算
入
（
雑
収
入
等
） 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震

の
被
害
状
況
ア
ン
ケ
ー
ト 

 

商
工
会
で
は
会
員
並
び
に
管
内
事

業
所
の
被
害
状
況
の
情
報
を
収
集
し

て
い
ま
す
。
ご
多
用
と
は
存
じ
ま
す

が
左
記

Google

フ
ォ
ー
ム
の
ア
ン

ケ
ー
ト
に
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く

お
願
い
致
し
ま
す
。 

皆
様
か
ら
ご
回
答
い
た
だ
き
ま
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
国
・
県
・
市
等
へ

の
「
要
望
」
に
利
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

    

 

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト 

支
援
施
策
等
を
発
信
し
て
お
り
ま

す
。
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
の
友
だ
ち
追

加
よ
り
ぜ
ひ
ご
登
録
く
だ
さ
い
。 

   

直近の決算における水道光熱費及び燃料費の合計 1 事業者当たりの給付額 

50万円以上 100万円未満 5万円 

100万円以上 1000万円未満 10万円 

1000万円以上 20万円 

←

上
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
よ
り
回
答
を

お
願
い
し
ま
す
。 

←

上
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
を
読
み
取
り

し
て
く
だ
さ
い
。 

七尾市物価高騰対策事業者給付金給付額 

※水道光熱費と燃料費の合計が 50万円未満の場合は対象外 

※1事業者当たりの給付額の上限は 20万円 
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確
定
申
告 

個
別
相
談
日
の
お
知
ら
せ 

 

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
係
る

国
税
に
関
す
る
特
例
制
度
が
適
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
ご
不
明
な
点
は
、
税

理
士
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

申
告
所
得
税
等
の
振
替 

納
税
を
ご
利
用
の
皆
様
へ 

 

先
般
、
所
得
税
・
消
費
税
等
の
振

替
納
税
に
つ
い
て
、
申
告
・
納
付
等

の
期
限
の
延
長
措
置
が
図
ら
れ
た
こ

と
を
踏
ま
え
、
振
替
日
に
つ
い
て
も

延
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
、
国
税

庁
よ
り
通
達
が
あ
り
ま
し
た
。 

新
た
な
振
替
日
が
決
定
次
第
、
商

工
会
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
な
ど
で
お
伝
え
し

ま
す
。
詳
細
は
国
税
庁
Ｈ
Ｐ
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。 

    

 

  

厚
生
年
金
保
険
料
等
の 

納
期
限
の
延
長
に
つ
い
て 

 

保
険
料
の
口
座
振
替
を
利
用
さ
れ

て
い
る
事
業
所
の
方
は
、
令
和
５
年

12
月
分
の
保
険
料
（
振
替
日
：
令
和

６
年
１
月
31
日
）
以
降
の
口
座
振
替

が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
別
途
郵
送

さ
れ
る
納
入
告
知
書
に
て
金
融
機
関

で
納
付
く
だ
さ
い
。 

口
座
振
替
の
再
開
を
希
望
す
る
場

合
は
年
金
事
務
所
に
「
災
害
時
口
座

振
替
再
開
申
出
書
」
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ご
不
明
な
点
は
所

轄
の
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

※
今
ま
で
納
入
告
知
書
で
納
付
さ
れ
て

い
た
方
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
納
入
告
知

書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。 

 協
会
け
ん
ぽ
の

保
険
料
率
が
変
更
さ
れ
ま
す 

 
 

          

３･

４
月
行
事
予
定 

【
３
月
】 

11
日 

確
定
申
告
個
別
相
談
会(

能
登
島) 

12
日 

事
業
者
支
援
施
策
説
明
会 

13
日 

確
定
申
告
個
別
相
談
会(

田
鶴
浜) 

15
日 

女
性
部
役
員
会 

14
日 

確
定
申
告
個
別
相
談
会(

本
所) 

21
日 

理
事
会 

26
日 

確
定
申
告
個
別
相
談
会(

本
所) 

26
日 

県
連
合
会
会
長
会
議
・
臨
時
総
会 

27
日 

確
定
申
告
個
別
相
談
会(

田
鶴
浜) 

【
４
月
】 

2
日 

青
年
部
常
任
委
員
会(

本
所) 

11
日 

監
査
会 

11
日 

青
年
部
通
常
総
会(

本
所) 

16
日 

理
事
会 

本所 田鶴浜支所 能登島支所 

3月 14日(木) 

13:30～17:30 

3月 26日(火) 

10:00～15:00 

●講師 

坂本 栄 税理士 

3月 13日(水) 

13:30～17:30 

3月 27日(水) 

9:00～14:00 

●講師 

谷内 米一 税理士 

3月 11日(月) 

13:30～17:30 

●講師 

森田 定克 税理士 
 

会員数 

商 業 106 

工 業 62 

土 木 建 築 93 

観光サービス 140 

定 款 事 業 所 18 

特 別 会 員 10 

合 計 429 

令和 6 年 3 月 1 日現在 

令和６年３月分 
（４月納付分）から 

令和６年２月分 
（３月納付分）まで 

【健康保険料率】 

【介護保険料率】 

9.66％ 9.94％ 

相談をご希望の方は事前にご連絡ください。 
前畑：076-204-6653 
亀井：076-204-6658 

1.60％ 1.82％ 

国税庁ＨＰ 
（能登半島地震に
関するお知らせ） 
 
 


